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次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す

か
た
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
平
成　

年
４
月
１
日
現
在
で
、

２１

　

歳
以
上
の
か
た

６５②
平
成　

年
中
に
年
金
の
支
払
い

２０

を
受
け
て
い
る
か
た

③
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
て
い
る
か
た

④
②
の
年
金
の
受
給
額
が
年
額　
１８

万
円
以
上
の
か
た
（
複
数
の
年
金

を
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
一

つ
の
年
金
に
つ
い
て　

万
円
以
上

１８

で
あ
る
こ
と
）

　

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
老
齢
・

退
職
を
事
由
と
し
て
支
給
さ
れ
る

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
・
共
済
年

金
な
ど
で
、
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

均
等
割
と
年
金
収
入
に
か
か
る

所
得
割
の
み
と
な
り
ま
す
。

　

年
金
収
入
以
外
の
給
与
や
そ
の

ほ
か
の
所
得
に
か
か
る
市
・
県
民

税
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
ど
お
り

納
税
通
知
書
や
口
座
振
替
に
よ

り
、
個
人
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

年
間
６
回
の
年
金
支
払
い
時

に
、
社
会
保
険
庁
な
ど
の
年
金
支

払
機
関
が
天
引
き
を
行
い
、
翌
月

　

日
ま
で
に
市
へ
納
入
し
ま
す
。

１０
　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
か
た

の
市
・
県
民
税
の
納
付
方
法
は
、

表
１
、
２
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
条
件
を
す
べ
て
満

た
し
て
い
て
も
、市
・
県
民
税
が
非

課
税
と
な
る
か
た
は
、
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
平
成　

年
中
の
収
入

２０

が
年
金
収
入
だ
け
の
か
た
の
場
合
、

１
４
８
万
円
未
満
（
１
回
の
受
給

額
が
お
よ
そ　

万
６
千
円
未
満
）

２４

で
あ
れ
ば
、市
・
県
民
税
が
非
課
税

と
な
る
た
め
特
別
徴
収
は
さ
れ
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
扶
養
と
な
る
配
偶
者
や

親
族
が
い
る
場
合
は
、
表
３
の
金

額
ま
で
は
、
特
別
徴
収
は
さ
れ
ま

せ
ん
。

年
金
収
入
に
か
か
る

年
金
収
入
に
か
か
る
市
・
市
・
県
民
税
が

県
民
税
が

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

10
月
か
ら
65
歳
以
上
の
か
た
の

年
金
収
入
に
か
か
る

年
金
収
入
に
か
か
る
市
・
市
・
県
民
税
が

県
民
税
が

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

年
金
収
入
に
か
か
る
市
・
県
民
税
が

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

　１０月から６５歳以上のかたの均等割と年金収入にかかる所得割

が、年金から天引きされます。

　これは、個人で納めていただく手間を省くことと、市・県民税

の徴収事務の効率化を目的としています。今回の改正は、徴収方

法を変更するもので、新たな負担が生じるものではありません。

　対象となるかたについては、介護保険料、国民健康保険税など

に続いて、市・県民税が年金から天引きされることになりますが、

ご理解とご協力をお願いします。

税務課市民税係　擦浦１１３４

対
象
と
な
る
か
た

対
象
と
な
る
年
金

対
象
と
な
る
税
額

特
別
徴
収
の
方
法

表３

非課税限度額扶養人数

１９２万８千円１　人

２２０万８千円２　人

２４８万８千円３　人

以下１人増えるごとに２８万円加算し

た金額

ご
注
意
く
だ
さ
い

特　別　徴　収普通徴収徴収方法

２月１２月１０月８月６月徴収時期

平成２１年度年税額の
１／６ずつ

平成２１年度年税額
の１／４ずつ

徴 収 額

平成２１年度市・県民税の年金特別徴収
表１

鍵検検検険検検検顕

年税額の半分を２
回に分けて納付

鍵検検検検検険検検検検検顕
年税額の残り半分を３回に
分けて年金から天引き

鍵検検権検検険検検検権検顕

年税額から仮特別徴収し
た額を引いた額を３回に
分けて年金から天引き

特　別　徴　収仮特別徴収徴収方法

２月１２月１０月８月６月４月徴収時期

当年度年税額から仮特別徴収
税額を引いた額の１／３ずつ

前年１０月からその翌年３月ま
でに徴収した額の１／３ずつ

徴 収 額

平成２２年度以降の市・県民税の年金特別徴収
表２

鍵検検権検検険検検検権検顕

前年度の１０月から３月
までに特別徴収された
額を３回に分けて年金
から天引き

注　表１、表２の納付方法については、所得が年金収入だけのかた
の事例を掲載しています。
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煙
地
方
自
治
体
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

煙
日
本
赤
十
字
社
（
三
重
県
支
部
）

煙
三
重
県
共
同
募
金
会
に
対
す
る

寄
附
金

　

所
得
税
の
控
除
適
用
対
象
と
な

る
寄
附
金
（
国
・
政
党
な
ど
の
も

の
は
除
く
）
の
う
ち
、
地
域
の
住

民
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の

と
し
て
、
市
が
条
例
に
よ
り
指
定

し
た
寄
附
金

①
県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す

る
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

②
県
外
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す

る
法
人
で
、
県
内
に
学
校
を
設
置

す
る
も
の
に
対
す
る
寄
附
金 

③
県
外
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す

る
法
人
で
、
県
内
で
社
会
福
祉
事

業
を
行
う
も
の
に
対
す
る
寄
附
金

④
県
知
事
ま
た
は
県
教
育
委
員
会

が
認
定
し
た
特
定
公
益
信
託
の
信

託
財
産
と
す
る
た
め
に
支
出
し
た

金
銭

※
そ
の
他
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
県
知
事
が
指
定
し
た
も

の
　

寄
附
金
額
か
ら
５
、
０
０
０
円

を
引
い
た
額
の
６
％
が
市
民
税
、

４
％
が
県
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
。

※
た
だ
し
、
控
除
対
象
と
な
る
寄

附
金
額
の
合
計
に
は
上
限
（
総
所

得
金
額
な
ど
の　

％
）
が
あ
り
ま

３０

す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
寄
附

先
な
ど
か
ら
も
ら
っ
た
領
収
書
な

ど
を
申
告
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

※
所
得
税
が
か
か
ら
ず
市
・
県
民

税
の
寄
附
金
控
除
だ
け
を
受
け
る

場
合
は
、
市
・
県
民
税
申
告
書
で

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

従
来
の
控
除
対
象
寄
附
金

新
た
に
控
除
対
象
と
な
る
寄
附
金

寄
附
金
控
除
額

寄
附
金
控
除
を
受
け
る
に
は

　

平
成　

年
度
の
地
方
税
法
改
正
に
よ
り
、
三
重
県
、
鳥
羽
市
が

２０

条
例
で
指
定
し
た
団
体
、
法
人
へ
の
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
個
人

市
・
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成　

年
１
月
１
日
以
降
の
寄
附
金
か
ら
対
象
と
な
り
、
平
成

２１

　

年
度
分
の
個
人
市
・
県
民
税
か
ら
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

２２ 個個
人
市
・
市
・
県
民
税
の

県
民
税
の

寄
附
金
控
除
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た

寄
附
金
控
除
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た

個
人
市
・
県
民
税
の

寄
附
金
控
除
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た

わしらの税金わしらの税金わしらの税金
どうなるんや？どうなるんや？どうなるんや？

納付方法事例紹介

　鳥羽市にお住まいの鳥助さん、羽吉さん、市男

さんは７０歳の同級生三人組。

　収入の種類も金額も違う３人ですが、今回の制

度になると、平成２１年度の市・県民税は、どのよ

うに納めていただくのでしょうか。

※事例の税額は、基礎控除３３万円と社会保険料控除２０万円があったものとして計算しています。

【年金収入だけの鳥助さん】
年金収入250万円（年金所得130万円）

　　　　　　　　均等割　　　4,000円
年金収入にかかる所得割　　 74,500円

合　計　　  78,500円

　鳥助さんの場合は、半分を納付書や口座振替で納めてい

ただき、残りの半分が１０月以降の年金から天引きされます。

特　別　徴　収普 通 徴 収徴収方法

２月１２月１０月２期（８月）１期（６月）徴収時期

１３,０００円１３,０００円１３,２００円１９,０００円２０,３００円徴 収 額

【年金収入と給与収入のある市男さん】
年金収入  200万円（年金所得80万円）
給与収入  150万円（給与所得85万円）

　　　　　　　　均等割　　  4,000円
年金収入にかかる所得割　　 27,000円
給与収入にかかる所得割　　 82,500円
　　　　　　　　 合　計　  113,500円

【年金収入と漁業収入のある羽吉さん】
年金収入　  70万円 （年金所得0円）
漁業収入　150万円（漁業所得80万円）

　　　　　　　　均等割　　　4,000円
年金収入にかかる所得割　　　　　 0円
漁業所得にかかる所得割　　 24,500円
　　　　　　　　　合　計　 28,500円

　市男さんの場合は、年金収入にかかる分と給与収入にかかる分があります。半分

はこれまでどおり納付書、口座振替で納めていただき、残りの半分について、年金

収入分を年金からの天引き、給与収入分を納付書、口座振替で納めていただきます。

普　 通　 徴　 収徴収方法

４期（１月）３期（１０月）２期（８月）１期（６月）徴収時期

２０,０００円２０,０００円２７,０００円３１,０００円徴 収 額

特　別　徴　収徴収方法

２月１２月１０月徴収時期

５,１００円５,１００円５,３００円徴 収 額

　羽吉さんの場合は、全体分のうち、均等割の半分にあたる２,０００円と漁業所

得にかかる所得割分は、これまでどおり納付書・口座振替で納めていただき、

均等割の残り２,０００円について年金からの天引きで納めていただきます。

普　 通　 徴　 収徴収方法

４期（１月）３期（１０月）２期（８月）１期（６月）徴収時期

６,０００円６,０００円７,０００円７,５００円徴 収 額

特　別　徴　収徴収方法

２月１２月１０月徴収時期

６００円６００円８００円徴 収 額


